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高齢者の方に対する税法上の障害者控除について
　精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、市が定める基準に該当する方は、障害者手帳（身体障害者
手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など）をお持ちでなくても、税法上の「障害者控除」を受けること
ができます。
　ただし、市が発行する認定書が必要となりますので、介護福祉課 高齢福祉係まで申請手続にお越しくだ
さい。（※基準を満たさない場合は、認定書を発行できない場合があります。）

◇対象者　市に在住する65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方。
　　　　　◆障害者手帳に準ずる障害をお持ちの方
　　　　　◆食事・排泄等の日常生活に何らかの介護が必要な方
　　　　　※「特別障害者」に該当する障害者手帳（身体障害者手帳１級及び２級、療育手帳Ａ、精神障害者
　　　　　　保健福祉手帳１級）をお持ちの方は、申請不要です。
　　　　　※「特別障害者」に該当しない障害者手帳をお持ちの方でも、市の認定書により「特別障害者」
　　　　　　の控除を受けられる場合があります。

◇障害者控除額　（所得から控除される金額）

◇申請に必要なもの
　①介護保険被保険者証　　②申請者の印鑑　　③申請者の本人確認できるもの
　※認定書は、約１週間後に送付します。
　※「障害者控除」を受ける場合には、毎年申請していただく必要があります。

◇申し込み・問い合わせ　介護福祉課 高齢福祉係　☎0738-23-5851

控除区分

障　害　者

特別障害者

所得税（国税）

27万円

40万円
★同居加算35万円あり

住民税（市・県民税）

26万円

30万円
★同居加算23万円あり

御坊税務署からのお知らせ～電話相談センターの利用について～
　電話相談センターでは、自宅の電話から予約不要で、所得税や法人税、相続税、贈与税等の国税に関する
一般的な相談に、税の専門家が回答します。ぜひご利用ください。
　なお、御坊税務署では、入り口すぐに電話相談センター直通の電話相談ブースを開設しています。

♢問い合わせ　御坊税務署　☎0738-22-0695（代表）　　　

税 務 署 ・相談の事前予約
 ・税金の納付相談
 ・税務署へのお問合せ　など

税務署にご用の方

 ・税の取扱い
 ・申告手続　　　　　　など

一般的なご相談

自動音声案内

税
務
署
に
電
話

自

　宅

税務署電話相談ブース

「１」
を選択

「２」
を選択

※消費税の軽減税率制度に関するご相談は、自動音声案内で「３」を選択してください。
※納税の猶予制度に関するご相談は、自動音声案内で「４」を選択してください。

電話相談
センター

自動音声案内税目番号を選択
税目番号

１

２

３

４

５

６

税目番

２

３

４

５

６

相談内容
所得税

源泉所得税
年末調整
支払調書
譲渡所得
相続税
贈与税

財産の評価
法人税
消費税
印紙税
その他


